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研究要旨 
 本研究では、ナノマテリアルの食品関連分野を中心とした曝露状況やリスク評価に関す
る国際動向を調査すること目的としている。2７年度は欧州食品安全機関（EFSA）が主催し
ている食品及び飼料分野におけるナノテクノロジーのリスク評価に関する科学ネットワーク
(Scientific network of risk assessment of nanotechnology in Food and Feed)の動向を調査
した。EFSA では、将来のナノテクノロジーを用いた食品関連製品への対応に備えて、現
在市場に存在しているナノ関連製品のリストの収集することを優先的に行っており、収集し
たリストにおける製品の最大数はナノカプセル、銀及び二酸化チタンが占め、また、最多
の用途は食品添加物と食品接触材料であった。また、銀などの無機材料からナノカプセ
ルやナノ複合材料など有機材料へ用途がシフトしていることが示されていた。一方、食品
表示の規制においてナノ材料を特定するための技術的な課題はナノスケールにおい
て質量基準の粒度分布から個数基準の粒度分布への変換は非常に困難なので、粒子サ
イズの測定は要求される個数基準とすべきであるが、製品による柔軟な閾値の運用が提
言されている。さらに体積比表面積（VSSA）のナノ材料を特定するときの役割や単分子や
ミセルなど非固体材料についての議論に今後注目する必要があると考えられた。EFSA に
おける最近の評価状況においては、既存ナノマテリアルの再評価が中心で、まだ新規の
ナノマテリアルについての評価は行われていない。一方環境経由の汚染物質評価に関す
る話題として、魚介類などへの汚染が懸念されているプラスチック微粒子とナノ粒子に関
する懸念への対応が EFSA に諮問されている。 

 

Ａ．研究目的 

ナノマテリアルには、様々の材質が考案されて

おり、その工業的利用の振興が期待されている。さ

らに、ナノテクノロジーは食品・食品容器分野にお

ける積極的な利用も期待されており、これまで

の研究では、食品関連分野における使用実態を

調査した結果、ナノ銀については容器・包装用

途における抗菌目的の使用や、二酸化チタンに

ついては容器・包装に遮光性や抗菌性を付与す

る目的の使用が確認できた。食品添加物用とし

ての二酸化チタンナノ粒子の使用は、国内では

明示的に使用されている事例は確認されてい

ないが、海外では公表論文による調査報告例が

ある。 

 EFSAはEFSAと EU加盟国との間における情

報共有とリスク評価法の調和を目的として、2010年

に食品および資料分野におけるナノテクノロジー

のリスク評価に関する科学ネットワーク（Scientific 

network of risk assessment of nanotechnology in 

Food and Feed）を設立した。この科学ネットワーク

に委託されるべき項目は最初の 3 年間に討議され、

2013 年から科学ネットワークは以下に示す目的に

フォーカスすることとなった。 

 リスク評価経験と手法の調和促進（リスク

評価事例や課題を共有することで重複作業

を避けつつ、新たなリスク評価活動や優先
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順位付け、共通の研究テーマ等を討議する） 

 EFSAと EU加盟国間の情報とデータの共

有（リスク評価に必要なデータの得やすさ

や質について討議する為に、ナノテクノロ

ジーの利用実態に関するデータの共有やリ

スク評価における特定の分野や課題を同定

する） 

 2013 年に行われた科学ネットワークの会議

では、食品関連市場に流通している製品中のナ

ノマテリアルのインベントリ、製品中のナノマ

テリアルの分析及びモニタリング、最適な測定

法、in vitro及び in vivo試験法のバリーデーシ

ョンの必要性がについて、継続的にフォローア

ップしていくことがフォローアップすべき重

要な課題として位置づけられている。そこで 27

年度は、この EFSA科学ネットワークにおける

ナノマテリアルの食品関連分野での適用動向

について調査すること目的とした。 

 

Ｂ．研究方法 

 ナノマテリアルに関する規制が比較的進んでい

る欧州における、食品分野でのナノマテリアルの

曝露状況やリスク評価に関する動向を調査するこ

とを目的として、今年度は、欧州食品安全機関

（EFSA）が主催している食品及び飼料分野にお

けるナノテクノロジーのリスク評価に関する科学ネ

ットワーク（Scientific network of risk 

assessment of nanotechnology in Food and 

Feed）を調査した。特に、ナノマテリアルのインベ

ントリ作成状況や曝露状況や規制等に必要な測定

手法、および EFSAにおける最近のナノマテリア

ルの評価状況に関する動向を収集した。 

 

Ｃ．研究結果 

 

１，食品関連市場に流通している製品中のナノ

マテリアルのインベントリ 

 まず、EFSAは RIKILT（Institute of Food 

Safety in the Netherlands）および JRC（Joint 

Research Center）に「農業、飼料、食品分野

におけるナノテクノロジーの応用のインベン

トリ」調査プロジェクトを依頼し、2014 年の

会議ではその結果の検討が行われた。このイン

ベントリの目的は、EFSAのために今後のナノ

テクノロジーの用途を予測することである。し

かし、市販が確認されているものと市販が想定

されているものとを区別する困難な作業であ

ることが報告されている。この作業は、今すで

に食品に存在するものと開発中のものとを消

費者が区別することが非常に重要であること

を再認識させることとなった。 

 

「農業、飼料、食品分野におけるナノテクノロ

ジーの応用のインベントリ」の概要 

 この調査では、農業/飼料/食品分野における

ナノテクノロジーの現在あるいは将来の応用

のインベントリを作成し、また、EU および非

EU 各国におけるナノ材料に関する法的規制の

概要を示している。情報源は文献検索（約 900

文献（農業、食品加工、食品接触材料、作用機

序、（環境）毒性学、および法令など）とナノ

材料関連企業のウェブサイト、各分野における

1,000 人以上の専門家へのアンケートであった。 

＜インベントリの作成＞ 

 インベントリとして 633 レコードから成り、

ナノ材料の物理化学的特性、製品名および関連

サプライヤー、（環境）毒性試験、標的種、曝

露とリスク評価の状況に関する情報を含んで

いる。また、定義済みクエリとして「現在・将

来の応用」、「毒性データ」、「リスク評価の状況」

の 3タイプのインベントリ・リストが作成され

た。資料の約 75％は査読論文であり、その他と

して、非査読論文、特許、企業ウェブサイトや

アンケート結果からの情報がほぼ同程度含ま

れる。また、約 50％はヨーロッパ、30％はア

ジア、20％はアメリカからの資料である。イン

ベントリには 55 種類のナノ材料が抽出でき、

そのうち半数は 1回の報告しかない。報告の最
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多はナノカプセル化物（ミセル、ナノカプセル、

ナノキャリアおよびナノエマルジョンの総称）

の 149 回、続いて銀の 122 回、酸化チタンの

65回である。使用トン数に関してはシリカと酸

化チタンの情報しかないが、シリカと酸化チタ

ンは多くの食品に古くから使用されているの

で、これらの使用量はナノカプセル化物や銀よ

りかなり高いことが予想できる。 

 ナノ材料の毒性スクリーニングの重要な要

素は、試験材料の詳細かつ包括的な物理化学的

特性についての検討である。物理化学的特性は、

生物学的/毒物学的反応とナノ粒子表面特性と

を相互に関連付け、他の研究者による物質固有

のハザードと毒性所見を比較する際に十分な

基準点を与えるには必須である。基準点となる

には、厳密な特性評価が行われた場合にのみ可

能である。顕著な物理的特性として、サイズ、

サイズの範囲やその分布があり、その他、形状、

表面積、ゼータ電位および凝集状態がある。

「Nano Inventory」を使うことで、レコード内

のナノ材料が物理化学的にどの程度特徴付け

られているかを推定することが可能である。サ

イズの範囲と平均粒径は最も頻繁に報告され

ており、633レコード中、それぞれ 451レコー

ドと 298レコードであったが、実際の測定サイ

ズは少数の論文でしか示されず、殆どがサプラ

イヤーの示した値である。その他の重要な物理

化学的特徴については、サイズの分布は 49 レ

コード、形状は 84レコード、ゼータ電位は 82

レコード、凝集状態は 66レコードであった。 

＜定義済みクエリ「現在・将来の応用」＞ 

 「現在・将来の応用」のクエリの結果による

と、インベントリ内のレコードの大多数をナノ

カプセル、銀および酸化チタンが占め、また、

最多の応用例は食品添加物と食品接触材料で

ある。現在、276のナノ材料の市販が確認でき

るが、市販品か今後市販されるかの厳密な区別

を恒常的に行うには無理がある。無機ナノ材料

は非常に多様で金属、金属酸化物、粘土、フル

カーボン素材を含む。一方、有機ナノ材料の大

半はナノカプセル化物とナノ複合物（ナノ複合

材、ナノ積層材、ナノポリマーの総称）である。

少数（20％未満）のナノ材料が 80％以上の応

用例に関与している。また、現在と将来の比較

で、銀などの無機材料からナノカプセルやナノ

複合物など有機材料へ用途がシフトしている

ことがわかった。さらに、新規食品、飼料添加

物、殺生物剤および農薬への応用が現在、主に

開発段階にあることがわかる。食品から飼料へ

の用途の転用を認める情報は得られなかった

が、いくつかの食品は飼料に使える可能性があ

った。 

 ＜定義済みクエリ「毒性データ」＞ 

 「毒性データ」のクエリは、リストに含まれ

るナノ材料の毒性試験の種類に関する情報を

示す。ナノ材料とその毒性に関するデータが

691あるが、リストはある特定の物質の毒性デ

ータの網羅的なソースとしては構築されてい

ない。主として、シリカ、酸化チタンおよび銀

の細胞毒性、遺伝毒性および反復投与毒性とい

ったエンドポイントのデータがある。物理化学

的特性の体系的報告が無いと毒性データの有

用性や比較可能性が減少するが、これが改善さ

れればリスク評価で試験結果が使い易くなる

と考えられた。 

 数種のナノ材料（銀、酸化チタン、酸化亜鉛、

シリカおよびカーボンナノチューブ）の毒性に

ついての結果として、銀ナノ材料の影響には銀

イオンの放出が関連し、銀イオンの吸収に続く

銀ナノ粒子の生体内形成が示唆された。酸化チ

タンの毒性試験から経口投与での吸収が示さ

れたが、その吸収率は不明であり、また、その

遺伝毒性は陰性と陽性の矛盾する結果が出て

いた。経口投与された酸化亜鉛は（主にイオン

として）わずかな量しか吸収されず、また、吸

収された亜鉛は 7日後には臓器から除去された。

食品に多用されるシリカの主要な形態は合成

非晶質シリカであり、最新のレビューでは食品
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を介して曝露した消費者への安全性が示唆さ

れた。カーボンナノチューブは、in vivo試験で

体内への吸収は認められないが、in vitro 試験

では細胞内への取り込みが示唆された。これら

全てのケースに不確実なことや矛盾する結果

があり、ナノ材料の取り込みと毒性に関して結

論を出すためには、さらなる研究が推奨された。 

 ＜定義済みクエリ「リスク評価の状況」＞ 

 「リスク評価の状況」のクエリには文献調査

で見つかった極少数の情報からの検索結果し

か得られなかった。曝露やハザード評価を含む

完全なリスク評価は数種類のナノ材料（シリカ

および酸化チタン）にしかなく、ほとんどの研

究はナノ粒子の有害性評価（毒性情報）か放出

量（曝露量）のどちらか一方にしか焦点を当て

ていない。完全なリスク評価が行われているの

は、食品中の合成非晶質シリカと包装材料中の

酸化チタンであった。リスク評価は、ハザード

情報とヒト曝露データの両方に不確定要素が

あるため、非常に慎重に行われる。銀と酸化亜

鉛に関するリスク評価データもあるが、不完全

であり、他のナノ材料のリスク評価に関する現

況と同様である。リスク評価を実施する主な理

由は「自己評価」であり、規制上の要件として、

あるいは規制当局へのナノ材料に関する申請

資料の一環としてのリスク評価は得られなか

った。 

 ＜作用機序について＞ 

 ナノ材料の作用機序に関して、次に示すデー

タが得られた。金属と金属酸化物ベースのナノ

粒子は一般的な微生物に対して有効な抗菌剤

を構成することが明白である。したがって、例

えば、銀、酸化チタン、酸化亜鉛などのナノ粒

子は消費者製品、健康関連製品および工業製品

における抗菌剤および添加剤としてかなり注

目されている。また、薬剤や栄養成分の摂取を

増加させる目的で安定剤として使用される有

機ナノ粒子も同様に注目されている。作用機序

は「毒性データ」クエリのフィールドの一つで

あり、計 235のエントリが含まれるがそのレコ

ードの大部分はナノ銀関連であった。 

 ＜農業/飼料/食品分野におけるナノテクノロ

ジーに関する法的規制について＞ 

 ナノ材料の法令や規制に関して、文献調査や

アンケートに基づいてEUおよび非EU各国に

ついて検討された。現在、EU 各国では次に示

す数種のナノ材料の法的定義が採用されてい

る：「消費者への食品情報」に関する

No.1169/2011、「プラスチック食品接触材料」

に関する No.10/2011、「化粧品」に関する

No.1223/2009、「殺生物性製品」に関する

No.528/2013。また、欧州委員会は 2011 年に

ナノ材料の定義に関する勧告（2011/696/EU）

を発表した。新規食品の法案（COM/2013/0435）

もナノ材料や食品におけるナノテクノロジー

の応用を規制する法的根拠となっている。非

EU 各国における現行法の点検により、ナノ材

料に特化した法令や法的拘束力ある定義は限

定的であり、非 EU各国では主に業界のガイダ

ンスに基づく広いアプローチを採用していた。

例えば、日本では食品衛生法が食品の安全性を

規制し、厚生労働省が所轄官庁である。ナノ材

料に固有の法令は今のところ日本にはないが、

様々な研究活動がナノテクノロジーの分野で

進められている。食品安全委員会からは「食品

分野におけるナノテクノロジーの利用につい

ての安全性評価情報に関する基礎調査報告書」

（FSCJ 2010）が 2010年 3月に公表されてお

り、日本の食品分野におけるナノテクノロジー

の利用の現状についての意見が示されていた。 

 

２．製品中のナノマテリアルの分析及びモニタ

リング、最適な測定法 

 ナノの定義とその技術的側面の問題として、

政策科学レポート：JRC Part 3「ナノ材料（NM）

という用語の定義のための EC勧告の見直しに

向けて」（JRC、2015）では、ナノの定義（EC 

Recommendation 2011/696/EU）を明確化する
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ことと、その実施を促進するためのオプション

を報告する際に必要な科学技術的な評価が検

討されていた。ここで推奨される定義には、食

品表示の規制目的を含む多くの応用分野のた

めの一般的な情報源という目的もある。JRCの

評価では、定義の範囲は以前と同様に、天然物

や製造されたナノ材料、付随的ナノ材料も対象

とする勧告をサポートする。ナノスケールの定

義として、ナノ粒子の唯一の定義プロパティで

あるサイズ（1～100 nm）を変更する根拠はほ

とんどなかった。 

 このレポートは、定義において次の論点を明

確にし、さらなる実施ガイダンスを提供する必

要があると言及した：粒子、粒子サイズおよび

外形寸法、最小の外形寸法、構成粒子。材料中

の外形寸法 1～100 nm を有する粒子の分画の

数量に言及した閾値（現在は 50％）と、製品に

おけるこのような材料の含有量の閾値の間に

は、考え方に違いがある。定義の中で（現在の

「粒子を含有する」ではなく）「主に粒子から

なる」というフレーズを使用すれば、ナノ粒子

を含有する製品がナノ物質とされる誤解を防

ぐことができる。ナノ粒子（1～100 nm）分画

の柔軟な閾値（1～50％）が、規制当局が特定

の懸念に対処することを可能にする。また、体

積比表面積（VSSA）の役割を明らかにする価

値があり、ある材料がナノ材料ではないことを

証明する方法として参考になるかもしれない。

材料の意図しない混入を避ける方法の戦略や、

確実に含まれる材料のリストも注目に値する。

例えば、単分子やミセルなど非固体材料につい

て含めるか除くかの議論は現在進行中である。

定義を満たすための追加のガイダンスとして、

特に、方法のリストを伴う適正な測定/サンプリ

ングの実行が有用であることがこのレポート

で結論付けられていた。 EFSAの科学ネット

ワークは、詳細な実行ガイダンスをもたらすこ

の提案を強く支持した。 

＜NanoDefine プロジェクトの進捗状況の報告

＞ 

 欧州各国からの 28 の NanoDefine プロジェ

クト・コンソーシアムのメンバーが、ナノ材料

の EC推奨定義を満たすために統合された分析

的アプローチを開発しているNanoDefineプロ

ジェクトの計画および進捗状況がナノネット

ワークで議論された。 

 このプロジェクトはナノマテリアルの定義

の勧告に伴う分析的課題に対処している：（1）

数やサイズの分布を得ることがより良く、強度

・体積・質量から、数に変換する場合には誤差

が生じやすい。（2）30 nm以下の測定はいくつ

かの技術でのみ可能である、また 1～100 nm

の測定と同時に 100 nm以上についても対処す

る必要がある。（3）凝集体の集合体や凝集体は

分散させ、また、凝集体中に粒子を見つける必

要がある。 

 定義を満たすための考えとして、階層型アプ

ローチや、方法の選択及びナノ材料の分類のた

めの NanoDefiner ツールの使用がある。既存

の方法やアルゴリズムは理論的及び実験的評

価を受けることになる。体積比表面積（VSSA）

については、NanoReg プロジェクトとの協力

が必要である。新しい機器やソフトウェアがデ

ータの質を向上させるために開発される。基準

材料、方法の検証、および標準化（CEN/ISO

との連携）が予想され、さらに、個々の粒子の

外形寸法、粒子サイズ分布、凝集、VSSAの役

割、コロイド、混合物の分析に基づいて、定義

を改訂する提案が出される可能性がある。2017

年 10月までに、NanoDefineプロジェクトでは

関係業界や規制当局が考慮すべき事柄のため

の試験スキーム及びツールを提供する予定で

ある。 

 

＜EFSAによるナノ材料のリスク評価の活動＞ 

 科学ナノネットワークでは農業/食品/飼料に

使用されるナノ材料の評価に関する EFSA の

活動が議論された。2011 年に EFSA の科学委
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員会は「食品および飼料連鎖におけるナノサイ

エンスとナノテクノロジーの応用のリスク評

価に関するガイダンス」を公表した（EFSA SC、

2011）。そこに記載されたアプローチは、主に

経口曝露への懸念であり、申請者とリスク評価

者のパネルによって実行されるべきものであ

る。2011年以来、科学委員会は加盟国の登録制

度や計測手法、リスクアセスメント法などの開

発や試験結果を監視している。EFSAでは、食

品接触材料や食品添加物、新規な食品、飼料添

加物として使用される物質の応用が評価され

ている。これらの用途のそれぞれが異なる法的

枠組みの下で評価されていることに留意する

必要がある。将来的な用途への準備のため、

EFSA は市販されているナノ材料/ナノアプリ

ケーションのインベントリ（RIKILT & JRC、

2014）の作成により、それらの市場での立場を

ある程度予測する必要がある。 

 食品接触材料：EFSAは食品接触材料に使用

される工業ナノ材料を明らかにカバーする用

途を受理し、評価している。食品への移行の証

拠がないので、リスク評価はゼロ曝露シナリオ

に基づく。多くの用途について、現在評価中で

ある。ナノ形状の香料としての用途では受理さ

れていない。 

 食品添加物：過去及び進行中の用途は全てバ

ルク材料についてである。ANSパネルでは、食

品添加物の大部分を再評価するプログラムを

実施しており、それらのいくつか（例えば、銀

（E174）、酸化チタン（E171））は、ナノ分画

を含む可能性がある。しかし、すでに認可され

た食品添加物の再評価では、申請者情報やドシ

エもなく、データをパブリックドメインから収

集するか、関係者に適切なデータを提供または

生成してもらう必要がある。バルク材料に関す

る EFSAによるデータ要求は、ナノサイズの粒

子の含有量についての質問を含む可能性があ

る。酸化チタンは、別の法的枠組みに基づいて

飼料添加物として並行して評価されている。法

令（EU）No 231/2012 では、食品添加物にお

いてナノ分画の限界を規定していない。食品添

加物は意図せず存在し形成された小型のナノ

分画を含むことがある。また、ナノ形状は食品

添加物の機能を妨げる可能性もある。例えば、

ナノ TiO2 に増白作用はない。特別に注意が必

要な課題は、生物学的研究の評価に十分な特性

評価（例えば、ナノ形状物質の割合や使用法）

と市販の食品添加物中に潜在的に存在するナ

ノ分画の量である。 

 飼料添加物：飼料添加物としてバルクのTiO2

は、食品添加物としての再評価と並行して再評

価中である。サイズ分布のデータは申請者から

提出される標準的なリスク評価書類の一部と

なっている。 

 新規食品：EFSAは今のところ新規食品が明

らかにナノ形状から成る用途を受理していな

い。新しい新規食品法は「工業ナノ材料」を明

らかに含む。 

 農薬：EFSAは活性成分だけを評価する。活

性成分のナノ固有のリスク評価はまだ行われ

ていない。しかしながら、いくつかの製剤に関

しては加盟国の定義によってはナノ製剤と判

定される。農薬ネットワークと EFSA PPR パ

ネルは、リスク評価における調和を確保するた

めに、理想的には EFSA科学委員会による規制

ガイダンス（環境リスク評価を含む）の開発を

支持する。 

 汚染物質：EFSAは先ごろ、魚介類を中心と

して食品中に汚染している可能性のあるプラ

スチック微粒子及びナノ粒子の存在に関する

科学的意見を BfRから要求されており、この作

業は継続中である。 

 

Ｄ．考察 

 ナノ材料の市場での農業/飼料/食品分野にお

ける応用と目的の現況において、収集したリスト

における製品の最大数はナノカプセル、銀及び二

酸化チタンが占めたが、毒性データはシリカ、酸
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化チタンおよび銀に限定されている。既に市場

に出回っている製品と研究開発途上の製品と

の比較により、近い将来、農業/飼料/食品分野

でのナノテクノロジーの応用は、例えば、食品

加工における乳剤およびミセル、ビタミンや栄

養成分の送達のためのナノカプセル化、農業に

おける殺虫剤や肥料のカプセル化など、有機ナ

ノ構造体の増加が予測されいる。テクノロジー

の開発は日々進歩しており、ナノ材料の新規お

よび潜在的な応用についての報告が、そのナノ

材料の完全且つ不変の物理化学的特性評価や、

その摂取のための安全性試験の情報を伴うと

は限らない。しかしながら、このような情報は

既存や新規のナノ材料の安全な応用を計画的

に開発するには不可欠である。 

 食品表示の規制のため、ある材料をナノ材料

とみなす技術的側面に関して、JRCのレポート

やNanoDefineプロジェクトにおける研究では、

より小さなナノメートル範囲（約 30 nm以下）

の外形寸法の粒子や複合素材に組み込まれた

ナノ粒子の測定やサンプリングに課題はある

ものの、ナノスケールにおいて質量基準の粒度

分布から個数基準の粒度分布への変換は非常

に困難なので、粒子サイズや個数を計ることが

必要であることが示されている。しかし、製品

によって含有量の閾値（現在 50％）の考え方に

違いがあるので、変更の可能性も示唆されてい

るが、体積比表面積（VSSA）のナノ材料を特

定するときの役割や単分子やミセルなど非固

体材料についての議論にも今後注目する必要

があると考えられた。 

 EFSAにおける最近の評価状況においては、

既存のバルク物質として知られているマテリ

アルのナノサイズ粒子についての再評価を中

心としてリスク評価が行われているが、まだ新

規のナノマテリアルについての評価、申請は行

われていないようで、評価において重要な点は

毒性影響との関係性を評価するための物性測

定や実験手法である。さらに、汚染物質評価に

関する新しい話題として、魚介類などへの生物

濃縮汚染が懸念されているプラスチック微粒

子（マイクロプラスチック）及びナノ粒子に関

するリスクへの対応が EFSAに諮問されてい

るようである。 

 

Ｅ．結論 

 欧州食品安全機関（EFSA）が主催している食品

及び飼料分野におけるナノテクノロジーのリスク評

価に関する科学ネットワークでは、将来のナノテク

ノロジーを用いた食品関連製品への対応に備えて、

現在市場に存在しているナノ関連製品のリストの

収集することを優先的に行っており、収集したリスト

における製品の最大数はナノカプセル、銀及び二

酸化チタンが占め、また、最多の用途は食品添加

物と食品接触材料であった。また、銀などの無機

材料からナノカプセルやナノ複合材料など有機材

料へ用途がシフトしていることが示されていた。一

方、食品表示の規制においてナノ材料を特定す

るための技術的な課題はナノスケールにおいて

質量基準の粒度分布から個数基準の粒度分布へ

の変換は非常に困難なので、粒子サイズの測定は

要求される個数基準とすべきであるが、製品による

柔軟な閾値の運用が提言されておいる。さらに体

積比表面積（VSSA）のナノ材料を特定するときの

役割や単分子やミセルなど非固体材料について

の議論に今後注目する必要があると考えられた。

EFSA における最近の評価状況においては、既存

ナノマテリアルの再評価が中心で、まだ新規のナノ

マテリアルについての評価は行われていない。 
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